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第１

１

２

事務所内(福島市中町）に設置

上浜町に新設

○ 身体障がい者及び知的障がい者の医学的、心理学的、職能的判定及び社会的評価

されている。

旧知的障害者更生相談所

障がい者総合福祉センターの概況

障 が い 者 総 合 福 祉 セ ン タ ー は 、 身 体 障 害 者 福 祉 法 に 基 づ く 身 体 障 害 者 更 生 相 談 所 、

身 体 障 害 者 更 生 施 設 、 補 装 具 製 作 施 設 及 び 知 的 障 害 者 福 祉 法 に 基 づ く 知 的 障 害 者 更 生

主 な 沿 革

設 置 目 的

相談所として設置され、福島県障がい者総合福祉センター条例に より 次の 業務 を行 うこ とと

○ 身体障がい者及び知的障がい者に関する市町村が行う援護の実施に関し、市町村に対する専門的な

○ 身体障がい者及び知的障がい者に関する専門的な知識・技術を要する相談、指導

昭 和 29 年 2 月 1 日

年 月 日 旧身体障害者総合福祉センター

身体障害者更生相談所を信夫福祉
昭 和 27 年 6 月 2 日

身体障害者更 生指 導所 を福 島市

技 術 的 援 助 及 び 助 言 、 情 報 提 供 、 市 町 村 相 互 間 の 連 絡 調 整

○ 補 装 具 の 処 方 及 び 適 合 判 定

○ 補 装 具 の 製 作 又 は 修 理

1

上浜町に移転併設

身体障害者義肢製作所併設

精神薄弱者更生相談所併設

と改組

と改める

内部障害者更生指導所併設

（平成２年３月３１日廃止）

者更生施設を休止する。

業務として加わる。

移管される。

いわき市に移管される。

統合し、名称を「障害者総合福祉センター」に改める。

名称を「障がい者総合福祉センター」に改める。

昭和30年 3月 31日

昭和35年 12月 1日

精神薄弱者更生相談所移転により

身体障害者更 生相 談所 を福 島市
昭 和 29 年 4 月 1 日

昭 和 42 年 4 月 1 日
機構改革により上記４施設を統合し、「心身障害者総合福祉センター」

所」に改める

平 成 14 年 4 月 1 日

平 成 2 年 4 月 1 日
福島市杉妻町に移転、肢体不自由

平 成 5 年 4 月 1 日

平 成 17 年 4 月 1 日

いわき市の中 核市 指定 に伴 い、

身 体 障 害 者 手 帳 交 付 事 務 が 、

郡山市の中核市指定に伴い、身体

障害者手帳交付事務が、郡山市に平 成 9 年 4 月 1 日

名 称 を 「 知 的 障 害 者 更 相 談

「身体障害者総合福祉センター」と「知的障害者更生相談所」を

平 成 11 年 4 月 1 日

昭 和 48 年 4 月 1 日

「身体障害者総合福祉センター」昭 和 47 年 4 月 1 日 中央児童相談所改築に伴い、移転

身体障害者手帳交付事務が新たな

1
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◆ 施 設 の 概 要
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建 坪
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５

◎

（ １ ）

身体障害者手帳の交付に関する業務を行っている。

（ ２ ）

行っている。

（ ３ ）

及び適合判定を行っている。

（ ４ ）

判定している。

（ ５ ） 更生援護施設入所調整等

身体障がい者の障がいを軽減・除去し、日常生活能力や職業能力の回復向上を図

るための医療（ペースメーカー植込術、人工透析療法、人工関節置換術等）の要否を

自立支援医療（更生医療）要否判定

施設利用者数と待機者数 情報をﾎ ﾑ ﾟ ｼﾞに掲載するとともに 緊急に施設利用

身体障がい者の各種補装具（義肢装具、車いす、補聴器等）の処方、要否判定

身体障がい者の更生援護相談

来所相談会及び巡回相談会（肢体不自由者、聴覚障がい者及び視覚障がい者）

並びに訪問調査等により、専門的な知識及び技術を必要とする相談や指導を

補 装 具 の 判 定 等

業 務 内 容

身体障害者手帳交付業務

身 体 障 が い 者 の 福 祉

３

が必要とされたケースが発生したときに必要に応じて入所調整会議を開催している。

（ ６ ） 地域リハビリテーション推進事業

（ ７ ）

市町村職員や補装具業者を対象に、各種会議や研修会を開催している。

（ ８ ）

教室を実施している。

（ ９ ） 中途失明者緊急生活訓練事業

行っている。

（ 10 ）

市町村との契約等に基づき、義肢・装具の製作及び修理を行っている。

（ 11 ） 身体障がい者福祉用具の展示及び相談

いる。

補装具や日常生活用具の展示を行うとともに、福祉用具に関する相談に応じて

テーション活動を推進するため、補装具適正給付検討会を開催している。

リハビリ教室の実施

市町村に対する専門的な技術的指導等の支援

通所可能な在宅の身体障がい者とその家族を対象に、機能回復訓練等のリハビリ

中途失明者の自立と社会参加を促進するため、生活講習会及び生活訓練事業を

補装具の製作

身体障がい者の更生援護に関わる各関係機関が相互に連携し、一貫したリハビリ

施設利用者数と待機者数の情報をﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載するとともに、緊急に施設利用

３



◎

（ １ ） 知的障がい者の更生援護相談判定

指導及び判定を行っている。

（ ２ ）

療育手帳の交付に関する業務を行っている。

（ ３ ）

（ ４ ）

市町村や事業所職員を対象に、各種会議や検討会等を開催している。

市 町 村 等 に 対 す る 専 門 的 ・ 技 術 的 支 援

知的障がい者援護施設緊急入所等調整業務

いる施設に緊急に入所を必要とするケースが発生した場合、市町村からの調整依頼を受けて、

緊急入所の適否を判断している。

知 的 障 が い 者 の 福 祉

来所相談判定会及び巡回相談判定会により、専門的な知識及び技術を必要とする相談、

療育手帳交付業務

施設からの依頼により施設の空き情報をホームページに掲載している。また、待機者の

４４
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第２

１．身体障害者手帳交付業務

身体障害者福祉法に基づき、各種の福祉措置の根拠となる身体障害者手帳の交付に関する事務を行っている。

（ １ ） 身体障害者手帳交付事務の流れ

②

① ③ ⑪

⑦

⑪

申

請

相

談

なお、郡山市及びいわき市は中核市指定を受け、それぞれ身体障害者手帳の交付事務を行っている。

申 請 ・ 届 出 者

診 断 書 （ 身 体 障 が い 者 ・ 家 族 等 ）

手

帳

交

付

却

下

通

知

更

生

医

療

同

時

申

請

特

例

④

市 福 祉 事 務 所 ・ 町 村
(中核市である郡山市・いわき市を除く）

該
当
し
な
い
場
合

⑤

却

下

通

知

送

付

手

帳

交

付

身体障がい者福祉の業務

法第15条指定医師

照

会

回

答

該
当
し
な
い
場
合

受 診

５

（内容について疑義があるとき）

⑦ 診断書について再調査 ⑩
等級決定
手帳作成

⑧ ⑫

⑧

※手帳とは「身体障害者手帳」をいう。

① 手帳交付について、市町村の福祉関係窓口で相談します。

② 手帳交付の要件に該当すると思われる場合、身体障害者福祉法第１５条の指定医師の診察を受け、

診断書の交付を受けます。

③ 申請書・診断書などの関係書類を市町村に提出します。

④ 市町村から、県障がい者総合福祉センターに申請書が送付されます。

⑤ 内部機能障がい等により更生医療給付を受けるため、緊急に手帳を必要とする場合は

更生医療給付申請と手帳交付申請を同時に行います。

⑥ 認定基準により内容を審査します。

⑦ 診断書に疑義があるとき、診察した医師に照会します。

⑧ 診断書の等級意見と認定基準とに相違がある場合、県障がい福祉課を通して

地方社会福祉審議会に諮問します。

⑨ 地方社会福祉審議会で審査し、等級認定について答申します。

⑩ 認定基準、地方社会福祉審議会答申に基づき等級が決定されます。手帳が作成されます。

⑪ 市町村を通して、申請者に等級決定通知及び手帳が交付されます。

（手帳交付要件に該当しない場合は、却下通知が送付されます。）

⑫ 各保健福祉事務所に手帳交付について通知をします。

⑨ 通知

⑨ 答申

⑥　審　査

⑧ 審議会へ諮問

県 障 が い 福 祉 課

地 方 社 会 福 祉 審 議 会

県 障 が い 者 総 合 福 祉 セ ン タ ー

例

進達

保 健 福 祉 事 務 所

諮問

通知

付

５




